
 

定住等及び地域間交流を促進するために必要な事業  

（法第５条第２項第２号に規定する事業）【位置図】  

（株）和郷・THE FARM 

農山漁村振興交付金  

（農泊推進対策）  

株式会社香取農業耕社  

地域資源活用総合交流促進施設

（農林漁業・農山漁村体験施設） 

（株）芳源マッシュルーム  

地域資源活用総合交流促進施設

（農林漁業・農山漁村体験施設） 

（株）オオノ農園  

地域資源活用総合交流促進施設

（農林漁業・農山漁村体験施設） 

農林組合香取アグリスクール  

地域資源活用総合交流促進施設

（地域連携販売力強化施設）  

（株）芝山農園  

地域資源活用総合交流促進施設

（廃校・廃屋等改修交流施設）  


